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 働き方改革に伴い、⾧時間労働を抑制するための法改正です。過重労働になら

ないよう事業主は配慮しましょう！また、 の割増賃金を支払

う代わりに「代替休暇」を付与することもできます。 

 「代替休暇」の制度を導入する際はご相談ください。 

 

✿ その他、困ったときはお気軽にご相談ください! 
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残業代の計算が変わります！ 


